
共通事項
標準財政規模 　地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一

般財源の規模をいいます。
　本表においては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に準
じ、標準税収入額等、普通交付税のほか、 臨時財政対策債発行可能
額を加えた額になります。

1．一般会計等の財政状況～３．関係する一部事務組合等
法適用企業 　地方公営企業法の全部又は一部を適用している公営企業であり、経

理事務を企業会計方式で行っているものをいいます。
法非適用企業 　地方公営企業法を適用していない公営企業であり、地方財政法第６

条等の規定により特別会計を設け、官庁会計方式で経理事務を行っ
ているものをいいます。

形式収支 　歳入から歳出を差し引いた額をいいます。
実質収支 　形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額をいいま

す。
　通常、｢黒字団体｣、｢赤字団体｣という場合は、実質収支の黒字、赤
字により判断します。

総収益 　一年間の経営活動によって得た収入をいい、営業収益、営業外収
益、特別利益の和になります。

総費用 　一年間の経営活動のために使われる支出をいい、営業費用、営業外
費用、特別損失の和になります。

純損益 　総収益から総収入を差し引いた額をいいます。

資金剰余額／不足額 　公営企業ごとの資金収支の累積剰余額（不足額）をいいます。

繰入金 　地方公共団体の各会計（一般会計・特別会計・基金等）間における現
金の移動のことをいいます。

地方債現在高 　地方債とは、地方公共団体が必要とする資金を外部から調達するた
めに負担する債務のことで、いわば「地方公共団体の借金」です。地方
債現在高は、その「地方公共団体の借金」の残高をいいます。

一般会計等繰入見込額 　一般会計等に属さない公営事業会計や一部事務組合等に係る地方
債の償還に充てる、当該団体の一般会計等からの繰入見込額をいい
ます。

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益 　営業収益と営業外収益の和（経常収益）から、営業費用と営業外費

用（経常費用）の和を差し引いたものをいいます。
純資産 　資産（企業の所有に属する財物又は権利で、経済的な価値をもつも

の。）から負債を差し引いたものをいいます。
債務保証・損失補償 　法人等が金融機関等から融資を受け、その債務が履行されない場

合、地方公共団体が代位弁済することを定めた契約を締結することを
債務保証といいます。
　一方、損失補償は、損失が生じた場合に、その損失を穴埋めする契
約を二者間で締結することをいいます。

一般会計等負担見込額 　当該法人等の負債のうち、当該団体の一般会計等が負担する見込
額をいいます。

５．充当可能基金の状況
財政調整基金 　地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基

金をいいます。
減債基金 　地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けら

れる基金をいいます。
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６．財政指標の状況
実質赤字比率　 　一般会計等の実質収支の赤字額（実質赤字額）が標準財政規模に

占める割合を表す比率です。収支が赤字の場合には負数（△～）、黒
字の場合には正数で記載しています。

連結実質赤字比率　 　全会計の赤字額（「実質赤字額」と「資金不足額」の合計）が標準財政
規模に占める割合を表す比率です。赤字の場合には負数（△～）、黒
字の場合には正数で記載しています。

実質公債費比率　 　「公営企業に対する一般会計繰出金」や「一部事務組合に対する負
担金・補助金」などのうち公債費に充当されたもの等を含めた「実質的
な公債費」に費やした一般財源の額が、標準財政規模を基本とした額
に占める割合を表す比率です。
　地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に許可を要
する団体（18.0％以上）の判定に用いるために平成17年度決算分から
算定している地方財政法の実質公債費比率と同じです。

将来負担比率　 　地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、
「将来負担すべき実質的な負債」に充当すると見込まれる一般財源の
額が、標準財政規模を基本とした額に占める割合を表す比率です。こ
の比率が高い場合、将来的に「実質的な公債費」が大きくなる可能性
が高くなります。
　「将来負担すべき実質的な負債」に充当すると見込まれる一般財源
の額が0以下の場合は、将来負担比率を「－」で記載しています。

早期健全化基準 　財政状況が悪化した場合に、自主的かつ計画的に財政健全化を図
るべき基準として、健全化判断比率の4指標（実質赤字比率・連結実質
赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）それぞれについて定めら
れた数値です。

財政再生基準 　財政状況の著しい悪化により自主的な財政健全化が困難な状況に
おいて、計画的に財政健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、
連結実質赤字比率及び実質公債費比率の3指標それぞれについて定
められた数値です。

資金不足比率 　公営企業会計ごとの「資金不足額」が事業の規模に占める割合を表
す比率です。「資金不足額」は、地方公営企業法適用企業では一年以
内に支払うべきもの（流動負債）の額が、一年以内に換金できるもの
（流動資産）の額を超える場合、その額（不良債務）を基本に算定しま
す。地方公営企業法非適用企業では、一般会計等の実質赤字額と同
様に算定します。

経営健全化基準 　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を
図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。

財政力指数 　基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３ヶ年
の平均値をいい、この数値が大きいほど財政力が強いとみることがで
きます。

経常収支比率 　財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、地方税や普通交付
税等の毎年度継続して入ってくる使い道の自由な収入（経常的一般財
源）がどれくらいの割合で人件費、扶助費、公債費等のように容易に削
減することのできない経常的経費に充てられているかを数値として表し
たもので、この数値が大きいほど財政構造が硬直していることとなりま
す。


